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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行用駆動力源として内燃機関及び電動機を備え、シフト操作装置の操作状態が駐車ポ
ジションにあり、車両が停車している状態で上記内燃機関が駆動している場合に、上記電
動機からのトルクを動力伝達系に与えることによって、この動力伝達系での異音の発生を
低減または防止する異音低減制御を実行するハイブリッド車両の制御装置において、
 上記内燃機関の温間時には、この内燃機関の運転状態が負荷運転状態と自立運転状態と
の間で切り換わったことに伴い、上記異音低減制御において上記電動機から上記動力伝達
系に与えられる上記トルクの作用方向を切り換える一方、上記内燃機関の冷間時には、こ
の内燃機関の運転状態が上記負荷運転状態と上記自立運転状態との間で切り換わっても上
記異音低減制御において上記電動機から上記動力伝達系に与えられる上記トルクの作用方
向を一方向に維持する構成とされていることを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項２】
　請求項１記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　上記異音低減制御において、上記内燃機関の冷間時における上記電動機から上記動力伝
達系に与えられる上記トルクは、上記内燃機関の温間時における上記電動機から上記動力
伝達系に与えられる上記トルクよりも大きく設定されていることを特徴とするハイブリッ
ド車両の制御装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載のハイブリッド車両の制御装置において、
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　上記電動機から上記動力伝達系に与えられる上記トルクの作用方向を一方向に維持する
制御は、所定の条件が成立した場合に解除または禁止される構成となっていることを特徴
とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項４】
　請求項３記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　上記電動機から上記動力伝達系に与えられる上記トルクの作用方向を一方向に維持する
制御の解除条件は、上記シフト操作装置がパーキング状態から非パーキング状態に操作さ
れた場合に成立することを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項５】
　請求項４記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　上記シフト操作装置が上記パーキング状態から上記非パーキング状態に操作された場合
、上記電動機から上記動力伝達系に与えられる上記トルクが所定値に低下するまでは、単
位時間当たりのトルク減少量を大きく設定する一方、上記トルクが上記所定値に低下した
後、単位時間当たりのトルク減少量を小さく設定することを特徴とするハイブリッド車両
の制御装置。
【請求項６】
　請求項３記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　上記電動機から上記動力伝達系に与えられる上記トルクの作用方向を一方向に維持する
制御の禁止条件は、上記車両が停車している路面の勾配が所定勾配を超えている場合に成
立することを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項７】
　請求項６記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　パーキングギヤに対してパーキングロックポールを噛み合わせることにより駆動輪を停
止させるパーキングロック機構を備えており、
　上記電動機から上記動力伝達系に与えられる上記トルクの作用方向を一方向に維持する
制御の禁止条件は、上記パーキングギヤに対して上記パーキングロックポールが噛み合っ
ていない状態から噛み合い可能な位置まで上記パーキングギヤが回転した際における上記
パーキングギヤの回転速度が上記パーキングロックポールの噛み合いが不能な所定速度以
上になる車速となる路面勾配を超えている場合に成立することを特徴とするハイブリッド
車両の制御装置。
【請求項８】
　請求項１～７のうち何れか一つに記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　上記走行用駆動力源からの駆動力を受ける駆動輪には、この駆動輪の回転を阻止する制
動力を発生するブレーキ装置が設けられており、
　上記電動機から上記動力伝達系に与えられる上記トルクの作用方向を一方向に維持する
制御の実行時において、上記電動機から上記動力伝達系に与えられる上記トルクの大きさ
が変化しても、上記ブレーキ装置による上記駆動輪への制動力は一定に維持される構成と
なっていることを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項９】
　請求項１～８のうち何れか一つに記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　上記内燃機関の出力軸が連結されるプラネタリキャリアと、第１の電動機が連結される
サンギヤと、第２の電動機が連結されるリングギヤとを備えた遊星歯車機構により構成さ
れる動力分割機構を備えており、上記異音低減制御では、上記第２の電動機からのトルク
により上記動力伝達系での異音の発生を低減または防止する構成となっていることを特徴
とするハイブリッド車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走行用駆動力源として内燃機関と電動機とが搭載されたハイブリッド車両の
制御装置に係る。特に、本発明は、動力伝達系において発生する異音を低減または防止す
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るための制御の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記の特許文献１～特許文献３に開示されているように、ハイブリッド車両は、ガソリ
ンエンジンやディーゼルエンジン等のエンジン（内燃機関）と、このエンジンの出力によ
り発電された電力やバッテリ（蓄電装置）に蓄えられた電力により駆動する電動機（例え
ばモータジェネレータまたはモータ）とを備え、これらエンジン及び電動機のいずれか一
方または双方を走行用駆動力源として利用しながら走行する。
【０００３】
　この種のハイブリッド車両に採用されるパワートレーンとして、エンジン、第１及び第
２の電動機（モータジェネレータ）、動力分割機構を構成する遊星歯車機構を備えたもの
が知られている。具体的には、動力分割機構のプラネタリキャリアにエンジンのクランク
シャフトが連結され、サンギヤに第１電動機（第１モータジェネレータＭＧ１）が連結さ
れ、リングギヤにリダクション機構（例えば遊星歯車機構により構成されている）を介し
て第２電動機（第２モータジェネレータＭＧ２）が連結されている。そして、このリング
ギヤには、減速機構やデファレンシャルギヤを介して駆動輪が動力伝達可能に連結されて
いる。
【０００４】
　この種のハイブリッド車両では、エンジン始動要求時、第１電動機をスタータモータと
して機能させ、この第１電動機の回転力を、動力分割機構を介してエンジンのクランクシ
ャフトに伝達することによってエンジンのクランキングを行うようにしている。
【０００５】
　また、この種のハイブリッド車両では、上記減速機構にパーキングロック機構が設けら
れており、運転者によってシフトレバーがＰレンジに操作されている（Ｐスイッチを備え
た車両の場合にはＰスイッチが押し込み操作されている）場合には、このパーキングロッ
ク機構が作動して駆動輪の回転を禁止するようになっている。具体的には、上記減速機構
に回転一体に連結されたパーキングギヤに対してパーキングロックポール（以下「Ｐロッ
クピン」と呼ぶ場合もある）を噛み合わせることで減速機構の回転を阻止し、これによっ
て駆動輪の回転を禁止している。
【０００６】
　ところで、上記パーキングロック機構が作動している状態（車両の停車状態）において
、車室内の暖房要求やバッテリの充電要求などに応じてエンジンが駆動している場合、上
記遊星歯車機構や減速機構等におけるギヤ同士の間に隙間（バックラッシ等）が存在して
いることに起因し、エンジンのトルク変動の影響によって歯打ち音（「ガラ音」とも呼ば
れる）が生じる可能性がある。
【０００７】
　この歯打ち音の発生を防止する技術として、各特許文献に開示されているように、互い
に噛み合っているギヤの一方の歯を他方の歯に押し当てるためのトルク（以下、「押し当
てトルク」と呼ぶ）を電動機（例えば上記第２電動機）によって発生させることが知られ
ている。
【０００８】
　この押し当てトルクの制御に関し、特許文献３には、負荷運転と無負荷運転（「自立運
転」とも呼ばれる）との間でエンジン運転状態が切り換えられる際に、押し当てトルクの
作用方向を切り換え、これによって、歯打ち音を抑制すると共に、パーキングロック機構
におけるパーキングギヤに対するパーキングロックポールの噛み合わせを適正に行うこと
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－５５４６０号公報
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【特許文献２】特開２０１０－２６４８５３号公報
【特許文献３】特開２０１０－８３３８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところが、上記特許文献３に開示されているようにエンジン運転状態が切り換えられる
際に押し当てトルクの作用方向を切り換えるものにあっては、その切り換え途中において
押し当てトルクが「０」となる状況が生じる。このため、この押し当てトルクが一時的に
低くなる期間にあっては押し当てトルクを作用させることの効果、つまり、歯打ち音抑制
効果が発揮できなくなる可能性があり、一時的に歯打ち音が発生してしまう可能性がある
。
【００１１】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、内燃機関
の運転状態が切り換えられる際における歯打ち音の発生を防止できるハイブリッド車両の
制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　－発明の概要－
　上記の目的を達成するために講じられた本発明の概要は、動力伝達経路における異音（
歯打ち音等）の発生を防止するための押し当てトルクの作用方向として、内燃機関が冷間
状態にある場合には、内燃機関の運転状態が切り換わったとしても押し当てトルクの作用
方向を変更しないようにし、一時的に異音が発生してしまうといった状況を招かないよう
にしている。
【００１３】
　－解決手段－
　具体的に、本発明は、走行用駆動力源として内燃機関及び電動機を備え、シフト操作装
置の操作状態が駐車ポジションにあり、車両が停車している状態で上記内燃機関が駆動し
ている場合に、上記電動機からのトルクを動力伝達系に与えることによって、この動力伝
達系での異音の発生を低減または防止する異音低減制御を実行するハイブリッド車両の制
御装置を前提とする。このハイブリッド車両の制御装置に対し、上記内燃機関の温間時に
は、この内燃機関の運転状態が負荷運転状態と自立運転状態との間で切り換わったことに
伴い、上記異音低減制御において上記電動機から上記動力伝達系に与えられる上記トルク
の作用方向を切り換える一方、上記内燃機関の冷間時には、この内燃機関の運転状態が上
記負荷運転状態と上記自立運転状態との間で切り換わっても上記異音低減制御において上
記電動機から上記動力伝達系に与えられる上記トルクの作用方向を一方向に維持する構成
としている。
【００１４】
　内燃機関の運転状態が変化した場合に、電動機から動力伝達系に与えられるトルク（以
下、「押し当てトルク」と呼ぶ）の作用方向を切り換えるものにあっては、その切り換え
途中において押し当てトルクが「０」となる状況が生じる。このため、この押し当てトル
クが一時的に低くなる期間にあっては押し当てトルクを作用させることの効果、つまり、
異音発生抑制効果が発揮できなくなる可能性がある。特に、内燃機関の冷間時には、温間
時に比べて内燃機関のトルク変動が大きいため、上記押し当てトルクの作用方向を切り換
えることによる上記課題は顕著である。本解決手段では、この課題が顕著に現れる内燃機
関の冷間時に、上記異音低減制御において電動機から動力伝達系に与えられるトルクの作
用方向を一方向に維持している。このため、押し当てトルクの作用方向の切り換えに伴っ
て押し当てトルクが「０」となる状況は生じず、常に高い押し当てトルクが確保されるこ
とになって異音抑制効果を継続的に発揮させることが可能になる。尚、内燃機関の温間時
には、異音発生の可能性が冷間時に比べて低いため、内燃機関の運転状態の変化に伴って
上記異音低減制御において電動機から動力伝達系に与えられるトルクの作用方向を切り換
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えることで、上記特許文献３の効果（歯打ち音を抑制すると共に、パーキングロック機構
におけるパーキングギヤに対するパーキングロックポールの噛み合わせを適正に行うとい
った効果）を奏することができる。
　また、負荷運転として具体的には、蓄電装置（バッテリ）の残容量（ＳＯＣ）が所定量
未満に達したことで充電要求が生じた場合における内燃機関の運転状態が挙げられる。ま
た、自立運転として具体的には、車室内の暖房要求に応じ、内燃機関を熱源として用いる
必要がある場合における内燃機関の運転状態が挙げられる。
【００１５】
　上記押し当てトルクの作用方向を一方向に維持する場合における押し当てトルクの大き
さとしては、内燃機関の温間時における電動機から動力伝達系に与えられるトルクよりも
大きく設定される。
【００１６】
　これにより、一方向に維持され且つ高い押し当てトルクを得ることができ、互いに噛み
合っているギヤの一方の歯を他方の歯に押し当てるトルクを十分に確保できて、内燃機関
の運転状態が変化する場合ばかりでなく、内燃機関のトルク変動が生じた場合にも、異音
抑制効果を高く維持することが可能になる。
【００１９】
　また、上記電動機から動力伝達系に与えられるトルクの作用方向を一方向に維持する制
御は、所定の条件が成立した場合に解除または禁止される。
【００２０】
　この際の解除条件としては、シフト操作装置がパーキング状態から非パーキング状態に
操作された場合に成立する。
【００２１】
　つまり、車両が停車状態から走行状態に移る場合、動力伝達系には内燃機関及び電動機
からの駆動力が駆動輪に向けて伝達されることになるため押し当てトルクの必要がなくな
るので上記押し当てトルクを一方向に維持する制御は解除されることになる。
【００２２】
　そして、シフト操作装置がパーキングから非パーキングに操作された場合、電動機から
動力伝達系に与えられるトルクが所定値に低下するまでは、単位時間当たりのトルク減少
量を大きく設定する一方、トルクが所定値に低下した後、単位時間当たりのトルク減少量
を小さく設定する。
【００２３】
　これによれば、シフト操作装置がパーキング状態にあった際に噛み合っているパーキン
グギヤとパーキングロックポールとの接触部の強圧状態が早期に解消されることになり、
このパーキングロックポールの解除途中での拗り音の発生が回避できる。
【００２４】
　また、上記電動機から動力伝達系に与えられるトルクの作用方向を一方向に維持する制
御の禁止条件は、車両が停車している路面の勾配が所定勾配を超えている場合に成立する
。
【００２５】
　この場合、パーキングギヤに対してパーキングロックポールを噛み合わせることにより
駆動輪を停止させるパーキングロック機構を備えており、上記電動機から動力伝達系に与
えられるトルクの作用方向を一方向に維持する制御の禁止条件は、パーキングギヤに対し
てパーキングロックポールが噛み合っていない状態から噛み合い可能な位置までパーキン
グギヤが回転した際におけるパーキングギヤの回転速度がパーキングロックポールの噛み
合いが不能な所定速度以上になる車速となる路面勾配を超えている場合に成立する。
【００２６】
　これにより、押し当てトルクを増大させたことに起因してパーキングギヤに対するパー
キングロックポールの噛み合わせが不能になるといった状況を回避することができ、仮に
シフト操作装置がパーキング状態となった時点でパーキングロックポールがパーキングギ
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ヤに噛み合っていなかった場合であっても、路面勾配に従って車両が僅かに移動し、それ
に伴ってパーキングギヤが回転した際には、その回転速度を低くできて、パーキングロッ
クポールをパーキングギヤに噛み合わせることが可能になる。
【００２７】
　また、上記走行用駆動力源からの駆動力を受ける駆動輪に、この駆動輪の回転を阻止す
る制動力を発生するブレーキ装置が設けられている場合に、上記電動機から動力伝達系に
与えられるトルクの作用方向を一方向に維持する制御の実行時において、電動機から動力
伝達系に与えられるトルクの大きさが変化しても、ブレーキ装置による駆動輪への制動力
を一定に維持するようにしている。
【００２８】
　一般にブレーキ装置には油圧制御バルブ等の機器が設けられており、電動機から動力伝
達系に与えられるトルクの大きさの変化に応じて油圧制御バルブを制御して駆動輪への制
動力を変化させるようにした場合には、油圧制御バルブの耐久性に悪影響を与えてしまう
可能性がある。このことを考慮し、電動機から動力伝達系に与えられるトルクの大きさが
変化しても、ブレーキ装置による駆動輪への制動力を一定に維持し、これによってブレー
キ装置を構成する部品（油圧制御バルブ等）の耐久性の向上を図っている。
【００２９】
　また、ハイブリッド車両の動力伝達経路の構成として具体的には、上記内燃機関の出力
軸が連結されるプラネタリキャリアと、第１の電動機が連結されるサンギヤと、第２の電
動機が連結されるリングギヤとを備えた遊星歯車機構により構成される動力分割機構を備
えており、異音低減制御では、第２の電動機からのトルクにより動力伝達系での異音の発
生を低減または防止する構成となっている。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明では、動力伝達経路における異音の発生を防止するための押し当てトルクの作用
方向として、内燃機関の冷間時には、内燃機関の運転状態が変化しても押し当てトルクの
作用方向を変更しないようにしている。これにより、常に高い押し当てトルクが確保され
ることになって異音抑制効果を継続的に発揮させることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施形態に係るハイブリッド車両の概略構成を示す図である。
【図２】制御系の概略構成を示すブロック図である。
【図３】押し当てトルク制御の手順を示すフローチャート図である。
【図４】押し当てトルク増大制御が実行された場合におけるエンジン運転状態、エンジン
回転数、押し当てトルク、ＥＣＢ協調要求トルクの変化を示す図である。
【図５】パーキングロックポールがパーキングギヤに噛み合っていない状態を示す図であ
る。
【図６】車両が降坂路で停車している場合に作用する力を説明するための図である。
【図７】シフト操作装置がＰポジションから非Ｐポジションへ操作された場合における、
エンジン運転状態、シフトの状態、シフトノブ位置、シフト要求、Ｐロックピン（パーキ
ングロックポール）位置カウンタ、シフト確定情報、中断フラグ、中断時レートフラグ、
押し当てトルクの変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。本実施形態では、ＦＦ（フロン
トエンジン・フロントドライブ）方式のハイブリッド車両に本発明を適用した場合につい
て説明する。
【００３３】
　図１は本実施形態に係るハイブリッド車両１を示す概略構成図である。この図１に示す
ように、ハイブリッド車両１は、前輪（駆動輪）６ａ，６ｂに駆動力を与えるための駆動
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系（動力伝達系）として、エンジン２と、エンジン２の出力軸としてのクランクシャフト
２ａにダンパ２ｂを介して接続された３軸式の動力分割機構３と、この動力分割機構３に
接続された発電可能な第１モータジェネレータＭＧ１と、動力分割機構３に接続された駆
動軸としてのリングギヤ軸３ｅにリダクション機構７を介して接続された第２モータジェ
ネレータＭＧ２とを備えている。また、上記リングギヤ軸３ｅは、ギヤ機構４及び前輪用
のデファレンシャルギヤ５を介して前輪６ａ，６ｂに接続されている。
【００３４】
　また、このハイブリッド車両１は、車両の駆動系全体をコントロールするハイブリッド
用電子制御ユニット（以下、ハイブリッドＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｕｎｉｔ）という）１０を備えている。
【００３５】
　上記エンジン２は、ガソリンまたは軽油などの炭化水素系の燃料により動力を出力する
内燃機関であり、エンジン２の運転状態を検出する各種センサから信号を入力するエンジ
ン用電子制御ユニット（以下、エンジンＥＣＵという）１１により、燃料噴射制御、点火
制御、吸入空気量調節制御などの運転制御が行われる。エンジンＥＣＵ１１は、上記ハイ
ブリッドＥＣＵ１０と通信しており、このハイブリッドＥＣＵ１０からの制御信号により
エンジン２を運転制御すると共に必要に応じてエンジン２の運転状態に関するデータをハ
イブリッドＥＣＵ１０に出力する。なお、エンジンＥＣＵ１１は、図示しないクランクポ
ジションセンサからのクランクポジション信号に基づいてクランクシャフト２ａの回転数
、即ちエンジン２の回転数Ｎｅを演算している。
【００３６】
　上記動力分割機構３は、外歯歯車のサンギヤ３ａと、このサンギヤ３ａと同心円上に配
置された内歯歯車のリングギヤ３ｂと、サンギヤ３ａに噛合すると共にリングギヤ３ｂに
噛合する複数のピニオンギヤ３ｃと、複数のピニオンギヤ３ｃを自転かつ公転自在に保持
するキャリア３ｄとを備え、サンギヤ３ａとリングギヤ３ｂとキャリア３ｄとを回転要素
として差動作用を行う遊星歯車機構として構成されている。この動力分割機構３では、キ
ャリア３ｄにエンジン２のクランクシャフト２ａが、サンギヤ３ａに第１モータジェネレ
ータＭＧ１のロータ（回転子）が、リングギヤ３ｂに上記リングギヤ軸３ｅを介して上記
リダクション機構７がそれぞれ連結されている。
【００３７】
　第１モータジェネレータＭＧ１が発電機として機能するときには、キャリア３ｄから入
力されるエンジン２の駆動力が、サンギヤ３ａ側とリングギヤ３ｂ側とにそのギヤ比に応
じて分配される。一方、エンジン２の始動要求時にあっては、第１モータジェネレータＭ
Ｇ１が電動機（スタータモータ）として機能し、この第１モータジェネレータＭＧ１の駆
動力がサンギヤ３ａ及びキャリア３ｄを介してクランクシャフト２ａに与えられてエンジ
ン２がクランキングされる。
【００３８】
　また、上記リダクション機構７は、外歯歯車のサンギヤ７ａと、このサンギヤ７ａと同
心円上に配置された内歯歯車のリングギヤ７ｂと、サンギヤ７ａに噛合すると共にリング
ギヤ７ｂに噛合する複数のピニオンギヤ７ｃと、複数のピニオンギヤ７ｃを自転自在に保
持するキャリア７ｄとを備えている。このリダクション機構７では、キャリア７ｄがトラ
ンスミッションケースに固定されている一方、サンギヤ７ａが第２モータジェネレータＭ
Ｇ２のロータに、リングギヤ７ｂが上記リングギヤ軸３ｅにそれぞれ連結されている。
【００３９】
　上記ギヤ機構４には、ギヤ軸４ａに連結されたパーキングギヤ８ａと、このパーキング
ギヤ８ａと噛み合ってその回転を停止した状態でロックするパーキングロックポール（Ｐ
ロックピン）８ｂとを備えたパーキングロック機構８が取り付けられている（図５を参照
）。パーキングロックポール８ｂは、パーキングＥＣＵ１４より図示しないパーキングア
クチュエータが駆動制御されることによって作動する。パーキングＥＣＵ１４は上記ハイ
ブリッドＥＣＵ１０と通信を行い、このハイブリッドＥＣＵ１０からの指令信号を受けて
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パーキングアクチュエータを制御する。具体的には、シフト操作装置６０（図２を参照）
が駐車ポジション（Ｐポジション）以外のポジションから駐車ポジションへ操作された際
（後述するＰスイッチ６２が押し込み操作された際；以下では、Ｐスイッチ６２が押し込
み操作された状態を「シフト操作装置６０がＰポジションにある」と表現することとする
）には、パーキングＥＣＵ１４からのロック指令信号に従ってパーキングアクチュエータ
が駆動し、パーキングロックポール８ｂがパーキングギヤ８ａに噛み合うことで、間接的
に前輪６ａ，６ｂをロックする。一方、シフト操作装置６０が駐車ポジションから他のポ
ジションへ操作された際（Ｐスイッチ６２が押し込まれた状態が解除された際）には、パ
ーキングＥＣＵ１４からのロック解除指令信号に従ってパーキングアクチュエータが駆動
し、パーキングロックポール８ｂがパーキングギヤ８ａから離脱されることで前輪６ａ，
６ｂのロックを解除する。
【００４０】
　ここでシフト操作装置６０について簡単に説明する。図２に示すように、このシフト操
作装置６０は、運転席の近傍に配置され、変位操作可能なシフトレバー（シフトノブと呼
ぶ場合もある）６１と、押し込み操作可能なＰスイッチ６２とが設けられている。シフト
レバー６１は、前進走行用のドライブレンジ（Ｄレンジ）、アクセルオフ時の制動力（エ
ンジンブレーキ）が大きくなる前進走行用のブレーキレンジ（Ｂレンジ）、後進走行用の
リバースレンジ（Ｒレンジ）、中立のニュートラルレンジ（Ｎレンジ）が設定されており
、運転者が所望のレンジへシフトレバー６１を変位させることが可能となっている。これ
らＤレンジ、Ｂレンジ、Ｒレンジ、Ｎレンジの各位置はシフトポジションセンサ５０によ
って検出される。シフトポジションセンサ５０の出力信号はハイブリッドＥＣＵ１０に入
力される。また、Ｐスイッチ６２は、運転者の押し込み操作によって駐車ポジション（Ｐ
ポジション）を設定するものであり、このＰスイッチ６２の押し込み信号もシフトポジシ
ョンセンサ５０によって検出される。そして、このＰスイッチ６２の押し込み操作に伴っ
て、ハイブリッドＥＣＵ１０からの指令信号をパーキングＥＣＵ１４が受け、パーキング
アクチュエータの駆動により、上記パーキングロック機構８が作動してパーキングロック
ポール８ｂがパーキングギヤ８ａに噛み合う方向に移動することになる。
【００４１】
　モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２は、何れも発電機として駆動できると共に電動機と
して駆動できる周知の同期発電電動機により構成されており、インバータ１２，１３及び
昇圧コンバータ１５を介してバッテリ１６との間で電力のやりとりを行う。各インバータ
１２，１３、昇圧コンバータ１５及びバッテリ１６を接続する電力ライン１７は、各イン
バータ１２，１３が共用する正極母線及び負極母線として構成されており、モータジェネ
レータＭＧ１，ＭＧ２の何れかで発電される電力を他のモータで消費することができるよ
うになっている。したがって、バッテリ１６は、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２の何
れかから生じた電力や不足する電力により充放電されることになる。尚、モータジェネレ
ータＭＧ１，ＭＧ２により電力収支のバランスをとるものとすれば、バッテリ１６は充放
電されない。
【００４２】
　モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２は、何れもモータ用電子制御ユニット（以下、モー
タＥＣＵという）２０により駆動制御されている。モータＥＣＵ２０には、モータジェネ
レータＭＧ１，ＭＧ２を駆動制御するために必要な信号、例えばモータジェネレータＭＧ
１，ＭＧ２のロータの回転位置を検出する回転位置検出センサ２１，２２からの信号や図
示しない電流センサにより検出されるモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２に印加される相
電流などが入力されており、モータＥＣＵ２０からは、インバータ１２，１３へのスイッ
チング制御信号が出力されている。モータＥＣＵ２０は、ハイブリッドＥＣＵ１０と通信
しており、このハイブリッドＥＣＵ１０からの制御信号によってモータジェネレータＭＧ
１，ＭＧ２を駆動制御すると共に必要に応じてモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２の運転
状態に関するデータをハイブリッドＥＣＵ１０に出力する。
【００４３】



(9) JP 5716634 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

　バッテリ１６は、バッテリ用電子制御ユニット（以下、バッテリＥＣＵという）２５に
よって管理されている。バッテリＥＣＵ２５には、バッテリ１６を管理するのに必要な信
号、例えば、バッテリ１６の端子間に設置された図示しない電圧センサからの端子間電圧
，バッテリ１６の出力端子に接続された電力ライン１７に取り付けられた図示しない電流
センサからの充放電電流，バッテリ１６に取り付けられた図示しない温度センサからの電
池温度などが入力されており、必要に応じてバッテリ１６の状態に関するデータを通信に
よりハイブリッドＥＣＵ１０に出力する。また、バッテリＥＣＵ２５では、バッテリ１６
を管理するために電流センサにより検出された充放電電流の積算値に基づいて残容量（Ｓ
ＯＣ）を演算したり、演算した残容量（ＳＯＣ）と電池温度Ｔｂとに基づいてバッテリ１
６を充放電してもよい最大許容電力である入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔを演算している。
なお、バッテリ１６の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔは、電池温度Ｔｂに基づいて入出力制
限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの基本値を設定し、バッテリ１６の残容量（ＳＯＣ）に基づいて出力
制限用補正係数と入力制限用補正係数とを設定し、設定した入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔ
の基本値に補正係数を乗じることにより設定することができる。
【００４４】
　前輪６ａ，６ｂには、ブレーキアクチュエータ３１からの油圧により作動する油圧ブレ
ーキ３４ａ，３４ｂが取り付けられている。ブレーキアクチュエータ３１からの油圧の調
節は、ブレーキＥＣＵ３０による駆動制御により行われている。これらブレーキＥＣＵ３
０、ブレーキアクチュエータ３１、油圧ブレーキ３４ａ，３４ｂによって本発明でいうブ
レーキ装置が構成されている。
【００４５】
　上記ブレーキＥＣＵ３０には、前後加速度センサ（Ｇセンサ）３２及び車輪速度センサ
３３が接続されている。前後加速度センサ３２は、車体前後方向の加速度を検出するもの
であり、車両の加減速度や路面勾配などの検出が可能である。また、車輪速度センサ３３
は、各車輪（駆動輪）６ａ，６ｂに設けられ、それぞれの車輪６ａ，６ｂの回転速度が検
出可能である。また、ブレーキＥＣＵ３０からはブレーキアクチュエータ３１へ駆動信号
などが出力ポートを介して出力されている。尚、ブレーキＥＣＵ３０は、ハイブリッドＥ
ＣＵ１０と通信しており、ハイブリッドＥＣＵ１０からの制御信号によりブレーキアクチ
ュエータ３１を駆動制御すると共に必要に応じてブレーキアクチュエータ３１の状態や前
輪６ａ，６ｂの状態に関するデータをハイブリッドＥＣＵ１０に出力する。
【００４６】
　上記ハイブリッドＥＣＵ１０は、図２に示すように、ＣＰＵ４０、ＲＯＭ４１、ＲＡＭ
４２及びバックアップＲＡＭ４３などを備えている。ＲＯＭ４１は、各種制御プログラム
や、それら各種制御プログラムを実行する際に参照されるマップ等が記憶されている。Ｃ
ＰＵ４０は、ＲＯＭ４１に記憶された各種制御プログラムやマップに基づいて各種の演算
処理を実行する。ＲＡＭ４２は、ＣＰＵ４０での演算結果や各センサから入力されたデー
タ等を一時的に記憶するメモリである。バックアップＲＡＭ４３は、例えばイグニッショ
ンＯＦＦ時にその保存すべきデータ等を記憶する不揮発性のメモリである。
【００４７】
　以上のＣＰＵ４０、ＲＯＭ４１、ＲＡＭ４２及びバックアップＲＡＭ４３は、バス４６
を介して互いに接続されるとともに、入力インターフェース４４及び出力インターフェー
ス４５と接続されている。
【００４８】
　入力インターフェース４４には、上記シフトポジションセンサ５０、運転者のＯＮ操作
によりイグニッション信号を発信するイグニッションスイッチ５１、アクセルペダルの踏
み込み量を検出するアクセル開度センサ５２、ブレーキペダルの踏み込み量を検出するブ
レーキペダルセンサ５３、車体速度（路面との相対速度）を検出する車速センサ５４、エ
ンジン２の冷却水温度を検出する水温センサ５５等が接続されている。尚、水温センサ５
５が上記エンジンＥＣＵ１１に接続され、このエンジンＥＣＵ１１との通信によってハイ
ブリッドＥＣＵ１０が冷却水温度情報を取得する構成としてもよい。
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【００４９】
　これにより、ハイブリッドＥＣＵ１０には、シフトポジションセンサ５０からのシフト
ポジション信号、イグニッションスイッチ５１からのイグニッション信号、アクセル開度
センサ５２からのアクセル開度信号、ブレーキペダルセンサ５３からのブレーキペダルポ
ジション信号、車速センサ５４からの車速信号、水温センサ５５からの水温信号等が入力
されるようになっている。
【００５０】
　また、入力インターフェース４４及び出力インターフェース４５には、上記エンジンＥ
ＣＵ１１、パーキングＥＣＵ１４、モータＥＣＵ２０、バッテリＥＣＵ２５、ブレーキＥ
ＣＵ３０が接続されており、ハイブリッドＥＣＵ１０は、これらエンジンＥＣＵ１１、パ
ーキングＥＣＵ１４、モータＥＣＵ２０、バッテリＥＣＵ２５、ブレーキＥＣＵ３０との
間で各種制御信号やデータのやりとりを行っている。
【００５１】
　このように構成されたハイブリッド車両１は、運転者によるアクセルペダルの踏み込み
量に対応するアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいて車輪（駆動輪）６ａ，６ｂに出力
すべきトルク（要求トルク）を計算し、この要求トルクに対応する要求動力により走行す
るように、エンジン２とモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２とが運転制御される。具体的
には、燃料消費量の削減を図るために、要求駆動力が比較的低い運転領域にあっては、第
２モータジェネレータＭＧ２を利用して上記要求駆動力が得られるようにする。一方、要
求駆動力が比較的高い運転領域にあっては、第２モータジェネレータＭＧ２を利用すると
共に、エンジン２を駆動し、これら駆動源（走行用駆動力源）からの駆動力により、上記
要求駆動力が得られるようにする。
【００５２】
　より具体的には、車両の発進時や低速走行時等であってエンジン２の運転効率が低い場
合には、第２モータジェネレータＭＧ２のみにより走行（以下、「ＥＶ走行」ともいう）
を行う。また、車室内に配置された走行モード選択スイッチによって運転者がＥＶ走行モ
ードを選択した場合にもＥＶ走行を行う。
【００５３】
　一方、通常走行時には、例えば上記動力分割機構３によりエンジン２の駆動力を２経路
に分け（トルクスプリット）、一方で駆動輪６ａ，６ｂの直接駆動（直達トルクによる駆
動）を行い、他方で第１モータジェネレータＭＧ１を駆動して発電を行う。この時、発生
する電力で第２モータジェネレータＭＧ２を駆動して駆動輪６ａ，６ｂの駆動補助を行う
（電気パスによる駆動）。このように、上記動力分割機構３が差動機構として機能し、そ
の差動作用によりエンジン２からの動力の主部を駆動輪６ａ，６ｂに機械的に伝達し、そ
のエンジン２からの動力の残部を第１モータジェネレータＭＧ１から第２モータジェネレ
ータＭＧ２への電気パスを用いて電気的に伝達することにより、電気的に変速比が変更さ
れる電気式無段変速機としての機能が発揮される。これにより、駆動輪６ａ，６ｂ（リン
グギヤ３ｂ，７ｂ）の回転数及びトルクに依存することなく、エンジン回転数及びエンジ
ントルクを自由に操作することが可能となり、駆動輪６ａ，６ｂに要求される駆動力を得
ながらも、燃料消費率が最適化されたエンジン２の運転状態を得ることが可能となる。
【００５４】
　また、高速走行時には、さらにバッテリ（走行用バッテリ）１６からの電力を第２モー
タジェネレータＭＧ２に供給し、この第２モータジェネレータＭＧ２の出力を増大させて
駆動輪６ａ，６ｂに対して駆動力の追加（駆動力アシスト；力行）を行う。
【００５５】
　更に、減速時には、第２モータジェネレータＭＧ２が発電機として機能して回生発電を
行い、回収した電力をバッテリ１６に蓄える。尚、バッテリ１６の充電量が低下し、充電
が特に必要な場合には、エンジン２の出力を増加して第１モータジェネレータＭＧ１によ
る発電量を増やしてバッテリ１６に対する充電量を増加する。もちろん、低速走行時にお
いても必要に応じてエンジン２の駆動量を増加する制御を行う場合もある。例えば、前述
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のようにバッテリ１６の充電が必要な場合や、エアコン等の補機を駆動する場合や、エン
ジン２の冷却水の温度を所定温度まで上げる場合や、車両が急加速する場合等である。
【００５６】
　さらに、上記ハイブリッド車両においては、車両の運転状態やバッテリ１６の状態によ
って、燃費を向上させるために、エンジン２を停止させる。そして、その後も、車両の運
転状態やバッテリ１６の状態を検知して、エンジン２を再始動させる。このように、ハイ
ブリッド車両においては、イグニッションスイッチがＯＮ位置であってもエンジン２は間
欠運転される。このため、シフト操作装置６０の操作状態が駐車ポジション（Ｐポジショ
ン）にあり、パーキングロック機構８がロック状態（パーキングロックポール８ｂがパー
キングギヤ８ａに噛み合っている状態）において、車室内の暖房要求やバッテリ１６の充
電要求等が生じた場合にもエンジン２が始動されることになる。
【００５７】
　そして、このように車両が停止している状態でエンジン２が駆動している場合、上記動
力分割機構３、リダクション機構７、ギヤ機構４等におけるギヤ同士の間に隙間（バック
ラッシ等）が存在していることに起因し、エンジン２のトルク変動の影響によって異音（
歯打ち音）が生じる可能性がある。このため、このような状況では、互いに噛み合ってい
るギヤの一方の歯を他方の歯に押し当てるための押し当てトルクが上記第２モータジェネ
レータＭＧ２から発生されることになる（異音低減制御）。
【００５８】
　－押し当てトルク制御－
　次に、本実施形態の特徴とする動作として、ハイブリッド車両１の停車中にシフト操作
装置６０がＰポジションへ操作された場合に行われる押し当てトルク制御について具体的
に説明する。
【００５９】
　先ず、この押し当てトルク制御の概略について説明する。この押し当てトルク制御では
、シフト操作装置６０がＰポジションへ操作された状態でエンジン２が駆動している場合
に、エンジン２の冷却水温度が所定温度よりも低い冷間時にあっては、そのエンジン２の
運転状態が負荷運転状態と自立運転状態との間で切り換わったとしても（これらの運転状
態については後述する）、上記押し当てトルクの作用方向を変化させないようにしている
（本発明でいう、電動機から動力伝達系に与えられるトルクの作用方向を一方向に維持す
る制御）。つまり、従来技術にあっては、エンジン２の冷間時及び温間時に関わりなく、
エンジン２の運転状態の変化（負荷運転状態と自立運転状態との間での切り換え）に応じ
て押し当てトルクの作用方向を変化させるようにしていたのに対し、本実施形態の押し当
てトルク制御にあっては、冷間時にあっては、エンジン２の運転状態が切り換わったとし
ても、上記押し当てトルクの作用方向を変化させないようにしている。また、この際の押
し当てトルクとしては、温間時における押し当てトルクよりも増大されている。以下では
、この冷間時における押し当てトルク制御を「押し当てトルク増大制御」と呼ぶ。
【００６０】
　また、このような冷間時における押し当てトルク増大制御が行われている場合に、押し
当てトルク増大禁止条件が成立した場合には、この押し当てトルク増大制御を解除し、通
常の押し当てトルク制御に復帰させる。また、冷間時において押し当てトルク増大禁止条
件が既に成立している場合には、この押し当てトルク増大制御の実行を禁止する。
【００６１】
　押し当てトルク増大禁止条件としては、シフト操作装置６０がＰポジションから非Ｐポ
ジションへ操作されることや、路面勾配が所定の閾値よりも大きい場合が挙げられるが、
前者の場合（シフト操作装置６０がＰポジションから非Ｐポジションへ操作される場合）
には、シフト操作装置６０の操作を上記シフトポジションセンサ５０によってモニタして
おき、シフト変更の確定前に押し当てトルクを減少させていく操作を行う。また、その際
の押し当てトルクの減少割合（以下、「トルクレート」と呼ぶ場合もある）を大きく設定
して上記パーキングギヤ８ａの歯の側面がパーキングロックポール８ｂに強圧されている
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状態を早期に解消するようにしている。一方、路面勾配が所定の閾値よりも大きい場合に
は、押し当てトルクの増大を禁止し、仮にパーキングロックポール８ｂがパーキングギヤ
８ａに噛み合っていない状況（図５に示す状況）で、上記押し当てトルクを増大したこと
に伴う車両の移動（押し当てトルクが増大されたことに起因して車両が発進すること）を
阻止する。
【００６２】
　図３は、この押し当てトルク制御の手順を示すフローチャートである。このフローチャ
ートは、シフト操作装置６０の操作によりＰスイッチ６２が押し込み操作されたときに実
行される。尚、この際、パーキングＥＣＵ１４がパーキングアクチュエータを駆動制御す
ることによってパーキングロックポール８ｂがパーキングギヤ８ａに噛み合うようパーキ
ングロック機構８が駆動されるが、パーキングギヤ８ａの回転位置によってパーキングロ
ックポール８ｂとパーキングギヤ８ａとが噛み合ったり噛み合わなかったりする。図５に
、パーキングロックポール８ｂとパーキングギヤ８ａとが噛み合っていない状態にあるパ
ーキングロック機構８の様子の一例を示す。
【００６３】
　シフト操作装置６０の操作（Ｐスイッチ６２の押し込み操作）によりシフトポジション
がＰポジションに変更されると、ハイブリッドＥＣＵ１０は、ステップＳＴ１において、
ハイブリッドシステムの運転状態量を読み込む。例えば、ハイブリッドシステムのＲｅａ
ｄｙＯＮ状態、アクセル開度、車速、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１
，Ｎｍ２、エンジン２の冷却水温度Ｔｈｗなどのデータを入力する処理を実行する。
【００６４】
　こうしてハイブリッドシステムの運転状態量が入力されると、ステップＳＴ２に移り、
エンジン２の始動要求が生じたか否かを判定する。例えば、排気系に備えられた触媒の活
性化要求、乗員の空調要求、バッテリ１６の充電要求（バッテリ１６の残容量（ＳＯＣ）
の低下に伴う充電要求）等によってエンジン２の始動要求が生じたか否かを判定する。
【００６５】
　エンジン２の始動要求が生じておらず、エンジン２が継続して停止する場合には、ステ
ップＳＴ２でＮＯ判定されてリターンされる。
【００６６】
　一方、エンジン２の始動要求が生じ、ステップＳＴ２でＹＥＳ判定された場合には、ス
テップＳＴ３に移り、エンジン２の冷却水温度が所定値α未満であるか否かを判定する。
つまり、エンジン２の冷間時であるか否かを判定する。上記所定値αとしては例えば７０
℃に設定される。この値はこれに限定されるものではない。
【００６７】
　エンジン２の冷却水温度が所定値α以上であり、ステップＳＴ３でＮＯ判定された場合
、つまり、エンジン２の温間時である場合には、ステップＳＴ４に移り、エンジン２の運
転状態が切り換わったか否かを判定する。具体的には、エンジン２の運転状態が負荷運転
状態と自立運転状態との間で切り換わったか否かを判定する。この判定は、予め設定され
ている自立運転要求フラグＦ１及び負荷運転要求フラグＦ２を認識することにより行われ
る。
【００６８】
　自立運転要求フラグＦ１は、本実施形態では、図示しないエンジン運転要求フラグ設定
ルーチンにより、エンジン２の排気系に設けられた触媒の温度がその活性温度範囲の下限
温度未満であるために触媒の暖機が必要なときや、図示しない空調装置によって車室内を
暖房するためにエンジン２を熱源として用いる必要があるときなどエンジン２の自立運転
（無負荷運転）が要求されているときには値「１」が設定され、それ以外のときには値「
０」が設定される。
【００６９】
　エンジン２の負荷運転要求フラグＦ２は、本実施形態では、同じくエンジン運転要求フ
ラグ設定ルーチンにより、バッテリ１６の残容量（ＳＯＣ）がその管理目標範囲の下限値
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Ｓｌｏｗ（例えば、３０％や４０％など）未満に至りバッテリ１６を充電するためにエン
ジン２の負荷運転が要求されているときには値「１」が設定され、バッテリ１６を充電す
るためのエンジン２の負荷運転が要求されていないときや、こうした要求がなされた以降
にバッテリ１６の残容量（ＳＯＣ）がその充電によって下限値Ｓｌｏｗより若干大きい値
以上に至ったときには値「０」が設定される。なお、負荷運転要求フラグＦ２に値「１」
が設定されたときには自立運転要求フラグＦ１に値「０」が設定される。
【００７０】
　このステップＳＴ４においてエンジン２の運転状態が切り換わっていない、つまり、負
荷運転状態または自立運転状態が継続されていると判定された場合にはＮＯ判定されてリ
ターンされる。
【００７１】
　一方、エンジン２の運転状態が負荷運転状態と自立運転状態との間で切り換わり、ステ
ップＳＴ４でＹＥＳ判定された場合には、ステップＳＴ５に移り、押し当てトルクの作用
方向の切り換えを行う。例えば、負荷運転状態において、第２モータジェネレータＭＧ２
からの押し当てトルクを車両が後退する側の回転方向に作用させていた場合に、自立運転
状態に切り換わった際には、第２モータジェネレータＭＧ２からの押し当てトルクを車両
が前進する側の回転方向に切り換えることになる。これにより、上記特許文献３に開示さ
れている如く、歯打ち音を抑制すると共に、パーキングロック機構８におけるパーキング
ギヤ８ａに対するパーキングロックポール８ｂの噛み合わせを適正に行う。この運転状態
と押し当てトルクの作用方向との関係は上述したものには限定されない。つまり、エンジ
ン２が負荷運転状態にある際には、第２モータジェネレータＭＧ２からの押し当てトルク
を車両が前進する側の回転方向に作用させ、エンジン２が自立運転状態にある際には、第
２モータジェネレータＭＧ２からの押し当てトルクを車両が後退する側の回転方向に作用
させるようにしてもよい。
【００７２】
　一方、エンジン２の冷却水温度が所定値α未満であり、ステップＳＴ３でＹＥＳ判定さ
れた場合には、ステップＳＴ６に移り、第２モータジェネレータＭＧ２からの押し当てト
ルク増大制御を実行する。
【００７３】
　この押し当てトルク増大制御として具体的には、この第２モータジェネレータＭＧ２か
らの押し当てトルクの作用方向を車両が前進する側の回転方向とし、且つそのトルクを増
大させるものである。また、この増大される押し当てトルクとしては、上述したエンジン
２の温間時における押し当てトルクよりも大きく、上記歯打ち音の発生が確実に阻止でき
る値に設定される。このため、例えば、エンジン２の負荷運転状態にあっては、必要最小
限の押し当てトルク（歯打ち音の発生が阻止できる最小必要押し当てトルク）は変動する
ため、それに応じて、上記増大される押し当てトルクも変更されることになる。ここで設
定される押し当てトルクは、予め実験やシミュレーションによって作成された押し当てト
ルクマップに従って設定される。この押し当てトルクマップは、エンジン２の運転状態な
どに応じ、上記歯打ち音の発生が阻止できる最小必要押し当てトルクよりも僅かに大きい
押し当てトルクを設定するものとなっている。また、本実施形態では、この押し当てトル
クマップで設定される押し当てトルクは、常に車両が前進する側の回転方向に作用するも
のとして求められる。尚、この際に設定される押し当てトルクの作用方向は車両が後退す
る側の回転方向であってもよく、この場合、押し当てトルクマップで設定される押し当て
トルクは、常に車両が後退する側の回転方向に作用するものとして求められることになる
。
【００７４】
　このようにして押し当てトルク増大制御が実行されている状態で、ステップＳＴ７に移
り、押し当てトルク増大禁止条件が成立したか否かが判定される。この押し当てトルク増
大禁止条件の例としては、上述した如く、シフト操作装置６０がＰポジションから非Ｐポ
ジションへ操作されることや、路面勾配が所定の閾値よりも大きい場合が挙げられる。上
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記シフト操作装置６０がＰポジションから非Ｐポジションへ操作されたことは、上記シフ
トポジションセンサ５０からの出力信号によって現在のシフトポジション（実際には、Ｐ
スイッチ６２の押し込み状態が解除されたか否か）によって判定される。また、路面勾配
は、上記前後加速度センサ３２の出力信号に基づいて求められる。また、その他の押し当
てトルク増大禁止条件としては、エンジン２の暖機完了、エンジン２の停止、図示しない
油圧センサの異常等も挙げられる。
【００７５】
　押し当てトルク増大禁止条件が成立しておらず、ステップＳＴ７でＮＯ判定された場合
には、この押し当てトルク増大禁止条件が成立するまで押し当てトルク増大制御を継続す
る。
【００７６】
　一方、押し当てトルク増大禁止条件が成立し、ステップＳＴ７でＹＥＳ判定された場合
には、ステップＳＴ８に移り、押し当てトルク増大制御を解除して通常の押し当てトルク
制御に戻る。例えば、エンジン２の暖機が完了したことで押し当てトルク増大禁止条件が
成立した場合には、押し当てトルクが減少される。また、エンジン２の停止によって押し
当てトルク増大禁止条件が成立した場合には、例えば押し当てトルクが「０」に設定され
る。
【００７７】
　以上の動作が繰り返されることにより、エンジン２の温間時にはエンジン２の運転状態
の切り換わりに伴って押し当てトルクの作用方向を切り換えるのに対し（上記ステップＳ
Ｔ４及びステップＳＴ５の動作）、エンジン２の冷間時にはエンジン２の運転状態が切り
換わっても押し当てトルクの作用方向を切り換えることなく、上述した押し当てトルク増
大制御が実行されることになる（上記ステップＳＴ６及びステップＳＴ７の動作）。これ
により、エンジン２の冷間時にあっては、押し当てトルクの作用方向が切り換わって一時
的に押し当てトルクが「０」になるといった状況は生じず、常に高い押し当てトルクが確
保されることになって歯打ち音抑制効果が継続的に発揮されることになる。つまり、特に
エンジン２のトルク変動が大きいために歯打ち音が発生する可能性が高い冷間時において
、押し当てトルクの作用方向を切り換えないようにすることで、常に高い押し当てトルク
を確保し、これによって異音抑制効果を継続的に得ることができる。
【００７８】
　図４は、上述した押し当てトルク増大制御が実行された場合におけるエンジン２の運転
状態、エンジン回転数、押し当てトルク、ＥＣＢ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｂｒａｋｅ）協調要求トルクの変化を示す図である。この図４では、本実施形態に係
る押し当てトルク増大制御実行時における押し当てトルクの変化及びＥＣＢ協調要求トル
クの変化を実線で、従来の押し当てトルクの変化及びＥＣＢ協調要求トルクの変化を一点
鎖線でそれぞれ示している。
【００７９】
　また、ここでは、バッテリ１６の残容量（ＳＯＣ）がその管理目標範囲の下限値Ｓｌｏ
ｗ未満に至りバッテリ１６を充電する必要が生じたことでエンジン２の始動要求がなされ
た場合を例に挙げて説明する。つまり、エンジン２の始動初期時には負荷運転が行われる
場合を例に挙げて説明する。また、エンジン２の停止要求がなされたことで押し当てトル
ク増大禁止条件が成立した場合を例に挙げて説明する。
【００８０】
　尚、ＥＣＢ協調要求トルクとは、上記ブレーキＥＣＵ３０によるブレーキアクチュエー
タ３１の制御により、各前輪６ａ，６ｂに備えられた油圧ブレーキ３４ａ，３４ｂによる
制動力に相当するトルクであって、上記押し当てトルクによって車両が発進することがな
いようにするための制動力を得るトルクである。つまり、仮にパーキングロックポール８
ｂがパーキングギヤ８ａに噛み合っていない状況（図５に示すような状況）で、押し当て
トルクを増大したことに伴って車両が発進することがないようにするためのトルクである
。
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【００８１】
　先ず、エンジン２の停止状態において始動要求が生じると（タイミングｔ１）、エンジ
ン２の始動処理が行われた後、エンジン２の負荷運転が開始される（タイミングｔ２）。
このエンジン２の始動処理期間中には、第１モータジェネレータＭＧ１によるエンジン２
のクランキングが行われ、エンジン回転数が所定回転数に達した時点でインジェクタから
の燃料噴射及び点火プラグの点火が行われることでエンジン２が始動に至る。また、この
エンジン２の始動処理中には、上記押し当てトルク及びＥＣＢ協調要求トルクが共に増大
するように制御される。そして、エンジン２の負荷運転が開始された時点（タイミングｔ
２）では、押し当てトルク及びＥＣＢ協調要求トルクは共に既に高い値に設定されており
、歯打ち音の発生は防止され、且つ押し当てトルクを増大したことに起因する車両の発進
も防止されている。
【００８２】
　エンジン２の負荷運転が開始された後、バッテリ１６の残容量（ＳＯＣ）が所定量に達
したことで負荷運転要求が解除され、自立運転要求が生じた場合（タイミングｔ３）、こ
の押し当てトルク増大制御では、押し当てトルクの作用方向は切り換えられず、且つその
押し当てトルクの大きさも高く維持される。上述した如く、押し当てトルクは、歯打ち音
の発生が阻止できる最小必要押し当てトルクよりも所定量だけ高い値に調整されるため、
エンジン２の運転状態に応じて変更される可能性があるが、図４で示すものは、この押し
当てトルクが一定に維持された状態を示している。尚、本実施形態では、上記押し当てト
ルク増大制御の実行中の所定期間にあっては、仮に押し当てトルクが変動したとしても、
ＥＣＢ協調要求トルクは高い値で且つ一定の値に維持されるようにしている。これは、上
記ブレーキアクチュエータ３１に備えられている油圧制御バルブの耐久性を維持するため
である。
【００８３】
　その後、エンジン２の停止要求がなされ、押し当てトルクの増大禁止条件が成立すると
（タイミングｔ４）、エンジン２の運転状態としては自立運転状態が継続されたまま押し
当てトルク及びＥＣＢ協調要求トルクが共に低下され、これら押し当てトルク及びＥＣＢ
協調要求トルクが所定値にまで低下した後の所定時間経過後（タイミングｔ５）にエンジ
ン２の運転状態がエンジン停止処理に移行し、その後、エンジン２は停止される（タイミ
ングｔ６）。
【００８４】
　尚、このエンジン停止処理中において、押し当てトルクは、上記押し当てトルク増大制
御の実行中のトルク作用方向とは逆方向（例えば、車両が後退する側の回転方向）の押し
当てトルクが付与される。また、それに同期してＥＣＢ協調要求トルクが一時的に増大さ
れ、押し当てトルクが付与されたことに伴って車両が発進（後退）してしまうことを阻止
している。
【００８５】
　－路面勾配による押し当てトルクの増大禁止条件－
　次に、上述した押し当てトルク増大禁止条件の一つである路面勾配の判定手法について
説明する。これは、図５に示すように、仮にパーキングロックポール８ｂがパーキングギ
ヤ８ａに噛み合っていない状況において、降坂路で、車両が前進する側の回転方向への押
し当てトルクを増大させたことによってパーキングロックポール８ｂがパーキングギヤ８
ａに噛み合うことができなくなるといった状況を回避するための判定動作である。つまり
、パーキングギヤ８ａが回転して、パーキングロックポール８ｂがパーキングギヤ８ａの
溝に対向する位置に達した時点でのパーキングギヤ８ａの回転速度が所定速度以上になっ
ている場合には、パーキングロックポール８ｂがパーキングギヤ８ａの溝に嵌り込むこと
ができなくなる可能性がある。そして、上記押し当てトルク増大制御を実行したことでこ
のような状況が発生すると推測される場合には押し当てトルク増大制御を禁止し、パーキ
ングロックポール８ｂがパーキングギヤ８ａの溝に嵌り込むことを可能にするために路面
勾配を判定するようにしている。以下、図６を参照しながら具体的に説明する。
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　先ず、仮にブレーキシステム（上記油圧ブレーキ３４ａ，３４ｂ等）がフェールした場
合の車両加速度は以下の式（１）で与えられる。
【００８７】
【数１】

【００８８】
　ここで、ａは車両加速度、Ｆは車両の前後方向に作用する力、ｍは基準車体重量、ｇは
重力の加速度、θは推定路面勾配、Ｔｐｋｂはリングギヤ軸３ｅに作用する押し当てトル
ク、ＤＥＦはデファレンシャルギヤ５のギヤ比、ＳＷＲはタイヤ半径である。
【００８９】
　そして、パーキングロックポール８ｂとパーキングギヤ８ａの溝位置とが対向する位置
までパーキングギヤ８ａが回転した際の車速Ｖは以下の式（２）から求められる。
【００９０】
【数２】

【００９１】
　ここで、Ｖは車速、Ｌはパーキングロックポール８ｂがパーキングギヤ８ａに噛み合う
までの車両推定移動距離である。
【００９２】
　更に、パーキングロックポール８ｂとパーキングギヤ８ａの溝位置とが対向する位置ま
でパーキングギヤ８ａが回転した場合であっても、このパーキングギヤ８ａの回転速度が
高いために両者が噛み合うことのできない速度Ｖｍａｘ（噛み合うことのできなくなる車
速Ｖの下限値）を求め、これから、この速度Ｖｍａｘとなる路面勾配θを以下の式（３）
～（５）から求める。
【００９３】
【数３】

【００９４】
　以上の式から、パーキングギヤ８ａの溝位置を管理すれば、パーキングロックポール８
ｂがパーキングギヤ８ａの溝位置に達するまでの車両推定移動距離Ｌが以下の式（６）（
７）から求められる。
【００９５】
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【数４】

【００９６】
　ここで、θｐｌｃｋ pはパーキングロックポール８ｂとパーキングギヤ８ａの溝位置と
のズレ角（リングギヤ軸３ｅの回転位相に換算した角度）、θｐはパーキングギヤ８ａの
溝位置を基準としたリングギヤ軸３ｅの回転角、Ｎｐｌｃｋはパーキングギヤ８ａの溝数
である。
【００９７】
　以上の演算式より、上記車両推定移動距離と、増大後の押し当てトルクとから、上記押
し当てトルクの増大禁止条件成立の閾値となる路面勾配の値が求まることになる。つまり
、このようにして求められた路面勾配を超える勾配である場合にはトルク増大禁止条件が
成立することになり、押し当てトルク増大制御が禁止されることになる。
【００９８】
　－シフト操作による押し当てトルクの調整動作－
　次に、シフト操作装置６０がＰポジションから非Ｐポジションへ操作されたことでトル
クの増大禁止条件が成立した場合の具体的な動作について説明する。
【００９９】
　図７は、シフト操作装置６０がＰポジションから非Ｐポジションへ操作されたことでト
ルク増大禁止条件が成立した場合における、エンジン２の運転状態、実シフトの状態、シ
フトノブ位置、シフト要求、パーキングロックポール（Ｐロックピン）位置カウンタ、シ
フト確定情報、中断フラグ、中断時レートフラグ、押し当てトルクの変化を示す図である
。この図７では、本実施形態における中断フラグ及び押し当てトルクの変化を実線で、従
来の中断フラグ及び押し当てトルクの変化を一点鎖線でそれぞれ示している。
【０１００】
　尚、上記エンジン２の運転状態、実シフトの状態、シフトノブ位置、シフト要求、シフ
ト確定情報、中断フラグ、中断時レートフラグの各情報は上記ハイブリッドＥＣＵ１０に
一体化された図示しないＰＭ（Ｐｏｗｅｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）－ＥＣＵ；電源制御
用コンピュータ）によって取得される。また、上記Ｐロックピン位置カウンタは上記パー
キングＥＣＵ１４に備えられている。
【０１０１】
　先ず、所定の押し当てトルクを作用させている状態で、エンジン２の停止状態（ＥＶ）
から始動要求が生じ、上記クランキング（ＣＲＫ）を得て、エンジン２が始動される（Ｄ
ＲＶ）。
【０１０２】
　その後、運転者によるシフトノブ（シフトレバー）６１の操作が行われ、Ｐ（パーキン
グ）位置からＮ（ニュートラル）位置を経てＤ（ドライブ）位置に達すると（タイミング
ｔ１０）、その直後（図中の時間Ｔ１経過後におけるタイミングｔ１１）においてシフト
要求としてはＰ（パーキング）からＮＰ（ｎｏｔパーキング）に切り換わる。この時点で
は、ハイブリッドシステムの実シフトの状態としては未だＰ（パーキング）状態にある。
このタイミングと略同時に、中断フラグ及び中断時レートフラグが共にＯＮされ、押し当
てトルクが高いレートで低下していく（単位時間当たりの減少量が多く設定されて押し当
てトルクが低下していく）。この際、押し当てトルクとしては所定の目標値ＳＴＰＰＫＢ
３に設定され、押し当てトルクが、この目標値ＳＴＰＰＫＢ３に達するまで、上記中断時
レートフラグがＯＮに維持されることで押し当てトルクが高いレートで低下していく。尚
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、この目標値ＳＴＰＰＫＢ３としては任意の値が設定可能であるが、本実施形態では、押
し当てトルク増大制御が実行されなかったと仮定した場合の押し当てトルク（例えば温間
時に設定される押し当てトルク）に設定されている。
【０１０３】
　このようにして高いレートで押し当てトルクが低下していき、上記中断フラグ及び中断
時レートフラグが共にＯＮされてからの時間Ｔ２経過後のタイミングｔ１３で、押し当て
トルクが目標値ＳＴＰＰＫＢ３に達する。尚、Ｐロックピン位置カウンタは、上記中断フ
ラグ及び中断時レートフラグが共にＯＮされてからの時間Ｔ３経過後のタイミングｔ１２
からカウントを開始している。つまり、このタイミングｔ１２からパーキングロックポー
ル８ｂの離脱が開始されている。このため、パーキングロックポール８ｂの離脱開始時に
は既に押し当てトルクは小さくなっており、パーキングロックポール８ｂとパーキングギ
ヤ８ａの歯の側面との強圧状態は早期に解消されており、このパーキングロックポール８
ｂの解除途中での拗り音（パーキングロックポール８ｂとパーキングギヤ８ａとの摩擦音
）の発生は回避される。
【０１０４】
　そして、押し当てトルクが目標値ＳＴＰＰＫＢ３に達すると、中断時レートフラグがＯ
ＦＦされ、単位時間当たりの減少量が少なく設定されて押し当てトルクが更に低下してい
くことになる。
【０１０５】
　そして、パーキングロックポール８ｂの解除が完了（図中のタイミングｔ１４）した後
に、シフト状態がＤ（ドライブ）となり（タイミングｔ１５）、それに伴ってシフト確定
情報もＤ（ドライブ；ＮＰ）となって車両の発進が可能となる。
【０１０６】
　尚、図７では、タイミングｔ１５以降においてシフトの部位置がＤから変位されている
が、Ｄ状態は維持されている。
【０１０７】
　－他の実施形態－
　以上説明した実施形態では、ＦＦ（フロントエンジン・フロントドライブ）方式のハイ
ブリッド車両の制御に本発明を適用した例を示したが、本発明はこれに限られることなく
、ＦＲ（フロントエンジン・リアドライブ）方式のハイブリッド車両や、４輪駆動方式の
ハイブリッド車両の制御にも適用できる。
【０１０８】
　また、上記実施形態では、第１モータジェネレータＭＧ１及び第２モータジェネレータ
ＭＧ２の２つの電動機が搭載されたハイブリッド車両の制御に本発明を適用した例を示し
たが、３つ以上の電動機が搭載されたハイブリッド車両の制御にも適用可能である。
【０１０９】
　また、上記実施形態では、冷間時においてエンジン２の運転状態が負荷運転から自立運
転に切り換わった場合に押し当てトルクの作用方向を変化させない場合について説明した
。本発明では、冷間時においてエンジン２の運転状態が自立運転から負荷運転に切り換わ
った場合にも押し当てトルクの作用方向は変化させないようにしている。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本発明は、内燃機関と電動機とが搭載されたハイブリッド車両において、動力伝達系で
発生する異音を低減または防止するための押し当てトルクの制御に適用可能である。
【符号の説明】
【０１１１】
１　　　　　　　ハイブリッド車両
２　　　　　　　エンジン（内燃機関）
２ａ　　　　　　クランクシャフト（内燃機関の出力軸）
３　　　　　　　動力分割機構
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３ａ　　　　　　サンギヤ
３ｂ　　　　　　リングギヤ
３ｄ　　　　　　キャリア
８　　　　　　　パーキングロック機構
８ａ　　　　　　パーキングギヤ
８ｂ　　　　　　パーキングロックポール
１０　　　　　　ハイブリッドＥＣＵ
１４　　　　　　パーキングＥＣＵ
２０　　　　　　モータＥＣＵ
３０　　　　　　ブレーキＥＣＵ
３１　　　　　　ブレーキアクチュエータ
３４ａ，３４ｂ　油圧ブレーキ
５５　　　　　　水温センサ
６ａ，６ｂ　　　前輪（駆動輪）
６０　　　　　　シフト操作装置
６１　　　　　　シフトレバー
６２　　　　　　Ｐスイッチ
ＭＧ１　　　　　第１モータジェネレータ（第１の電動機）
ＭＧ２　　　　　第２モータジェネレータ（第２の電動機）

【図１】 【図２】



(20) JP 5716634 B2 2015.5.13

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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